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令和 ２ 年 ２ 月 ３ 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ４ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の施行

　期日を定める規則 （産業立地課）　１

○石川県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

 （　　同　　）　１

規　　　　　　　　則

　
石 川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

　 　
令 和二年二月三日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第一号

　 　　
石 川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　
石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ） の 施 行 期 日 は 、令 和 二 年 四 月 一 日 と

す る。
　
石 川県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年二月三日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第二号

　 　　
石 川県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

　
石 川県港湾施設管理条例施行規則（昭和三十年石川県規則第二十六号）の一部を次のように改正する。

　
第 二 条 の 見 出 し 中 「申 請 書 の 様 式 」 を 「申 請 」 に 改 め 、同 条 第 一 項 中 「に よ る も の と す る 」 を 「を 知 事 （指 定 管 理

者 管 理 施 設 に あ つ て は 指 定 管 理 者 ） に 提 出 し て 行 う も の と す る 」 に 改 め 、同 項 第 二 号 中 「及 び 滝 港 マ リ ー ナ 」 を 「、

滝 港 マ リ ー ナ 及 び 金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル 」 に 改 め 、同 項 第 七 号 中 「許 可 を 受 け た 事 項 」 を 「第 一 号 か ら 第 五 号 ま

で に 規 定 す る 様 式 に よ り 申 請 し 許 可 を 受 け た 事 項 」 に 改 め 、同 号 を 同 項 第 八 号 と し 、同 項 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、第

五 号の次に次の一号を加える。

　
六

　
金 沢港クルーズターミナルを使用する許可の申請

　
別 記様式第四号の三

　
第 二条第一項に次の一号を加える。

　
九  

　
第 六 号 に 規 定 す る 様 式 に よ り 申 請 し 許 可 を 受 け た 事 項 に つ い て 、そ の 目 的 、方 法 、面 積 及 び 期 間 を 変 更 す る 許

可 の申請

　
別 記様式第六号の二

　
第 二 条 第 五 項 中 「第 一 項 第 七 号 」 を 「第 一 項 第 八 号 」 に 改 め 、「 。以 下 同 じ 。」 を 削 り 、同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、同

条 第 四 項 中 「第 一 項 第 六 号 」 を 「第 一 項 第 七 号 」 に 改 め 、同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、同 条 第 三 項 第 一 号 中 「別 記 様 式 第

六 号 の 二 」 を 「別 記 様 式 第 六 号 の 三 」 に 改 め 、同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、同 条 第 二 項 中 「前 項 第 二 号 」 を 「第 一 項 第 二

号 」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

２  

　
金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 指 定 管 理 者 は 、金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 使 用 を 許 可 し た と き は 、許 可 書 を 申 請

者 に交付するものとする。

　
第 二条に次の二項を加える。

７  

　
第 一項第九号の申請書には、許可書の写しを添えなければならない。

８  

　
金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 指 定 管 理 者 は 、金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 使 用 の 許 可 に 係 る 事 項 の 変 更 を 許 可 し

目　　　　　　　　　　　次



2 令和２年２月３日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

た ときは、変更許可書を申請者に交付するものとする。

　
第 三条第二項中「別記様式第六号の三」を「別記様式第六号の四」に改める。

　
第 十一条を削り、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。

　
第 八条中「第五条」を「第六条」に改め、同条を第九条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り下げる。

　
第 四 条 中 「別 記 様 式 第 七 号 」 を 「別 記 様 式 第 八 号 （金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル に あ つ て は 別 記 様 式 第 八 号 の 二 ） 」

に 改 め 、「 指 令 書 」 の 下 に 「（ 金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル に あ つ て は 、許 可 書 ） 」 を 加 え 、同 条 を 第 五 条 と し 、第 三 条

の 次に次の一条を加える。

（ 使用料の減免）

第  四 条

　
条 例 第 九 条 第 二 項 又 は 条 例 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 指 定 管 理 者 が 使 用 料 を

減 免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

　
一  

　
ク ル ー ズ 船 の 寄 港 に 伴 う 準 備 及 び 乗 客 の 乗 下 船 等 の 手 続 を 行 う た め 、条 例 別 表 第 四 に 掲 げ る 施 設 を 使 用 す る 場

合

　
十 割

　
二  

　
県 が 主 催 し 、又 は 各 種 団 体 が 県 と 共 催 し 、金 沢 港 の 振 興 を 図 る た め の 事 業 を 行 う た め 、条 例 別 表 第 四 に 掲 げ る

施 設を使用する場合

　
十 割

　
三  

　
そ の他知事が必要と認める場合

　
十 割以内

２  

　
前 項 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、別 記 様 式 第 七 号 に よ る 申 請 書 を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け

れ ばならない。

３  

　
指 定管理者は、使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書により使用者に通知するものとする。

　
本 則に次の一条を加える。

（ 滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの利用時間及び休業日）

第  十 二 条

　
滝 港 マ リ ー ナ 及 び 金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 利 用 時 間 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各

号 に定めるとおりとする。

　
一

　
滝 港マリーナ

　
九 時から十七時まで

　
二

　
金 沢港クルーズターミナル

　
九 時から二十一時まで

２  

　
滝 港 マ リ ー ナ 及 び 金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 休 業 日 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め

る とおりとする。

　
一

　
滝 港マリーナ

　
毎 週火曜日並びに一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

　
二

　
金 沢港クルーズターミナル

　
一 月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

３  

　
前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、滝 港 マ リ ー ナ 及 び 金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 指 定 管 理 者 は 、特 に 必 要 が あ る と 認

め るときは、臨時に利用時間及び休業日を変更することができる。

　
別 記様式第四号の二の次に次の一様式を加える。
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　別記様式第 4号の 3（第 2条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　　金沢港クルーズターミナル指定管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名 　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　金沢港クルーズターミナル施設使用許可申請書

　　次のとおり使用したいので、石川県港湾施設管理条例第 5条第 1項の規定により申請します。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 等 ）

使用しようとする施設

 該当するものを○で囲ん

でください。 

ホール２、展望デッキ、

ターミナル前広場につい

ては、使用する面積も記

載してください。

会議室１

会議室２

セミナールーム

ホール１（全面・半面）

ホール２　　　　　　　　　㎡

展望デッキ　　　　　　　　㎡

ターミナル前広場　　　　　㎡

使用期間

搬 入・ 搬 出

搬入

年　　月　　日　　時　　分から

年　　月　　日　　時　　分まで

搬出

年　　月　　日　　時　　分から

年　　月　　日　　時　　分まで

催 物 開 催
年　　月　　日から

年　　月　　日まで

開催時間

　　時　　分から　　時　　分まで

主催者の氏名又は名称 責任者の氏名

共催者の氏名又は名称

入 場 料 有（最高　　　　円）・無
入 場・ 使 用

予 定 人 数
　　　　　　　　　　人

※　使 用 料 円

備考

　１　※の欄は、記入しないこと。

　２　催物等の内容が分かる参考資料を添付すること。

　３　申請者本人（法人その他の団体にあつては、代表者に限る。）が署名する場合は、押印を省略することができる。
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別 記 様 式 第 六 号 の 三 を 別 記 様 式 第 六 号 の 四 と し 、別 記 様 式 第 六 号 の 二 を 別 記 様 式 第 六 号 の 三 と し 、別 記 様 式 第 六 号

の 次に次の一様式を加える。

 

　別記様式第 6号の 2（第 2条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　　金沢港クルーズターミナル指定管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名 　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　金沢港クルーズターミナル施設使用変更許可申請書

　　次のとおり許可事項を変更したいので、石川県港湾施設管理条例第 5条第 3項の規定により申請します。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 等 ）

変 更 の 内 容

変 更 前 変 更 後

変 更 の 理 由

※　使 用 料 円 円

※　処 理 承 認 　 不 承 認 ※　通 知 年　　　月　　　日

備考

　１　※の欄は、記入しないこと。

　２ 　申請者本人（法人その他の団体にあつては、代表者に限る。）が署名する場合は、押印を省略することができる。

　３　許可を受けた際に交付された許可書の写しを添付すること。
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別 記様式第八号を削る。

　
別 記 様 式 第 七 号 中 「第４条 」 を 「第５条 」 に 改 め 、同 様 式 を 別 記 様 式 第 八 号 と し 、同 様 式 の 前 に 次 の 一 様 式 を 加 え

る 。

　別記様式第 7号（第 4条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　　金沢港クルーズターミナル指定管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名 　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　金沢港クルーズターミナル使用料減免申請書

　 　次のとおり使用料の減免を受けたいので、石川県港湾施設管理条例施行規則第 4条第 2項の規定により申請しま

す。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 等 ）

使用しようとする施設

 該当するものを○で囲ん

でください。 

ホール２、展望デッキ、

ターミナル前広場につい

ては、使用する面積も記

載してください。

会議室１

会議室２

セミナールーム

ホール１（全面・半面）

ホール２　　　　　　　　㎡

展望デッキ　　　　　　　㎡

ターミナル前広場　　　　㎡

使 用 期 間 年  　月  　日  　　時  　分から　　　　年  　月  　日  　　時  　分まで

使 用 料 円 減免を受けようとする金額 円

申 請 の 理 由

※減 免 す る 割 合 ※減 免 決 定 金 額 円

備考

　１　※の欄は、記入しないこと。

　２ 　申請者本人（法人その他の団体にあつては、代表者に限る。）が署名する場合は、押印を省略することができる。



6 令和２年２月３日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　
別 記様式第九号中「第６条 」 を「第７条 」 に改め、同様式の前に次の一様式を加える。

　
別 記様式第十号中「第８条 」 を「第９条 」 に改める。

　 　　
附

　
則

１  

　
こ の 規 則 は 、石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行

す る。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２  

　
金 沢 港 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル の 使 用 に 係 る 手 続 そ の 他 こ の 規 則 を 施 行 す る た め に 必 要 な 準 備 行 為 は 、こ の 規 則 の 施

行 の日前においても行うことができる。

　別記様式第 8号の 2（第 5条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　　金沢港クルーズターミナル指定管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　 法 人 に あ つ て は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名 　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　金沢港クルーズターミナル使用料還付申請書

　 　次のとおり使用料の還付を受けたいので、石川県港湾施設管理条例第 12条第 2項の規定により申請します。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 等 ）

使用しようとする施設

 該当するものを○で囲ん

でください。 

ホール２、展望デッキ、

ターミナル前広場につい

ては、使用する面積も記

載してください。

会議室１

会議室２

セミナールーム

ホール１（全面・半面）

ホール２　　　　　　　　㎡

展望デッキ　　　　　　　㎡

ターミナル前広場　　　　㎡

使 用 期 間 年  　月  　日  　　時  　分から　　　　年  　月  　日  　　時  　分まで

既 納 の 使 用 料 円 還付を受けようとする金額 円

申 請 の 理 由

※還 付 す る 割 合 ※還 付 決 定 金 額 円

備考

　１　※の欄は、記入しないこと。

　２　申請者本人（法人その他の団体にあつては、代表者に限る。）が署名する場合は、押印を省略することができる。

　３　許可を受けた際に交付された許可書の写しを添付すること。


